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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下に基板を複数層重ね合わせた複数層の基板と、
　前記複数層の基板の夫々に実装された複数の発光素子と、
を備え、
　前記複数層の基板のうちの上層側の基板には、これより下層の基板上に実装された前記
発光素子の実装位置に対応した位置に貫通孔が設けられ、
　最上層の基板上に実装された前記発光素子が前記貫通孔を除く領域に配置されるととも
に、前記最上層の基板に対し下層側の基板に実装された前記発光素子が前記貫通孔に収容
されていることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記貫通孔の開口面積が上方に向かって拡開する様に形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記基板が金属ベース基板またはセラミック基板からなることを特徴とする請求項１又
は２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記発光素子は、実装される基板側に電極面が向けられて前記基板に実装されているこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項５】
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　前記基板の側面に少なくとも一部が接触する放熱手段を備えたことを特徴とする請求項
１～４のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記基板には、各層毎に夫々発光色が異なる発光素子が実装されていることを特徴とす
る請求項１～５のいずれか１項に記載のＬＥＤ光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源装置、特にＬＥＤ素子を用いた光源装置に関するものであり、高輝度の
光源を超小型で低コストに提供するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤランプは砲弾型リードタイプや樹脂パッケージを用いた表面実装型タイプ
のランプとしてＬＥＤメーカーから提供されている。しかし、これらのタイプは従来の小
電流で使う表示器用途には十分であったが、大電流高発熱の照明用光源用途には不向きで
ある。
　近年、ＬＥＤ素子の発光効率を高める開発が進められ、ＬＥＤチップ自体の改良やＬＥ
Ｄチップサイズの大型化を図ることで放熱性を高める改良、そしてチップ発光面上にレン
ズや反射板を取り付けることで集光を図った改良が行われてきた。
　その結果、２ｌｍ／Ｗの発光効率であったＬＥＤ素子が３０ｌｍ／Ｗを超える効率レベ
ルに達し、照明用途への適用が議論される状況になってきた。
　ＬＥＤランプは、エネルギーロスが少なく省エネルギーであることや、長寿命であるこ
とから環境対策の点で優れており照明用途への期待が高まっている。
　ただし、上述の改良されたＬＥＤランプを用いた場合でも照明器具を実現するためには
光束が不足するため、複数のＬＥＤ素子を搭載して装置を構成する必要がある。
【０００３】
　ところで、一口に照明器具といっても多種多様なものが含まれるが、高性能な照明装置
を得るにあたって共通して言えることとして、高輝度の光源を可能な限り小型のまま提供
することが第一義的に挙げられる。
【０００４】
　確かに、複数のＬＥＤ素子を搭載して照明器具を構成するのであれば、ＬＥＤ素子数の
多寡により光量を調整することができるので、コストを度外視すれば技術的には数百ｌｍ
の光量を必要とする蛍光灯等を代替することも可能といえる。しかしながら、当然発熱量
も増加するため、従来構造のままでは器具が大型化してしまうという欠点があった。特に
、照明器具の中でも大光量を要する照明器具（プロジェクター等の投光器類）では、高輝
度大光束の光源を小型に実現する必要があるため、従来のＬＥＤ素子実装技術による器具
設計では全く対応できない。
　したがって現時点では、投光器等、大光量を要する照明器具に用いる光源を、大光量が
得られる従来光源（キセノンランプや水銀ランプ等）に代えてＬＥＤ素子からなる光源装
置で構成することは未だ実現されていなかった。
【０００５】
　高輝度小型光源の用途として投光器の一種であるプロジェクターを例に挙げれば、照明
器具として１０００ｌｍ以上の光束を直径約３ｃｍ以下の発光面積で作製することが要求
される。この場合、３０ｌｍ／Ｗの高輝度ＬＥＤ素子を用いた場合でも３０個以上の素子
を集積実装しなければならず、また将来技術として５０～１００ｌｍ／Ｗの超高輝度素子
が仮に開発された場合においても、１０個以上の素子実装が要求される。
【０００６】
　このような高密度の素子実装においては、エネルギーロスの少ない固体発光素子である
ＬＥＤであっても、かなりな発熱密度となる。上記プロジェクターの例でいうと数十Ｗの
熱損失をともなうため、放熱技術が大きな問題となっている。
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【０００７】
　放熱が不十分な場合、ＬＥＤ素子では、発熱による温度上昇により発光効率が大きく低
下することや、ＬＥＤ素子封止樹脂の劣化を招くという問題がある。このとき、素子の発
光特性を一定レベルに補正するために素子の出力制御を行うことも一策として考えられる
が、その場合、素子への負担が更にかかり寿命を短縮してしまうという問題があった。加
えて、Ｒ、Ｇ、Ｂなど発光色の違うＬＥＤ素子を複数用いて混色実装した場合には、Ｒ、
Ｇ、Ｂ各色のＬＥＤ素子では温度依存特性と素子寿命が夫々異なるため、経時的に発色性
（演色性）が変化してしまうという問題があった。
【０００８】
　このように、高輝度の光源を可能な限り小型のまま提供するには、光束を効率良く取り
出すことに加え、安定した放熱能力を確保出来る構成が求められる。
　そこで、本発明の対象となるＬＥＤ光源装置について従来知られた構成を、光束を効率
良く取り出す点、及び安定した放熱能力を確保する点の双方から検討する。
【０００９】
　まずはじめに、光束を効率良く取り出す点に関して検討すると、従来知られたＬＥＤ光
源装置には、チップを基板平面上に密集配置する構成を備えたものしか存在しなかった（
特許文献１、２参照）。
　一方、単に集積化だけを考えた場合には、プリント基板等では多層化（４層、６層基板
等）を行う手法が多用されている。また、この多層基板中に部品を内蔵する等して、基板
の他に部品を多層に配置して集積化を図った例もある。
　しかしながら、光束を同一方向に効率よく取り出す手法として、発光素子チップを３次
元的に配置する構成は、これまで試みられた例が無かった。
【００１０】
　次に、安定した放熱能力を確保する点に関し、近年では放熱性を重視するという観点か
ら、パワーモジュール等の一部の技術分野ではガラス基材のエポキシ樹脂等の基板よりも
熱伝導性に優れたセラミック基板や金属基板を使用する例が増加している。
　しかしながら、前記のようにチップを基板平面上に密集配置する構成では、金属基板で
も出力を上げるとすぐに放熱能力が不足してしまうことから、集積度を期待通りに向上さ
せることができないという問題があった。
　又これまでは、放熱性を重視するという観点から金属基板を使用することはあっても、
金属基板単体で放熱能力を十分に確保出来ない場合には、金属基板を照明装置等の筐体（
シャーシ又はカバー等）に結合するか、或いはこの金属基板の裏側に単に放熱ブロックを
結合して対策することが行われているに過ぎなかった（特許文献２参照）。
【００１１】
　要するに、光束を同一方向に効率よく取り出すことに加えて、放熱能力を十分に確保可
能な構成は、これまで提供されていなかったのである。
【特許文献１】特開２００４－３２７１３８号公報
【特許文献２】特開２００４－５５８００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って本発明は、光束を同一方向に効率よく取り出すことに加えて、放熱能力を十分に
確保することができる光源装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　ＬＥＤ素子を光源として用いた照明器具において発光密度を向上させる上で、ＬＥＤ素
子自体の発光効率を改善する以外の方法としては、ＬＥＤ素子の実装方法における飛躍的
な革新が必要と言える。本発明者は、この実装方法における革新および上記課題の解決を
目指して種々検討を重ねた結果、従来平面上に並べるだけであったＬＥＤ素子を３次元的
に配置する新たな構造とすることで上記課題の解決を図った。
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　すなわち、本発明者は、放熱を担う基板を多重構造とすれば、各層が放熱効果を有する
ため単一層に発光素子が高密度に実装された場合に比べて熱拡散効率が倍化し、それゆえ
隣接する素子間の熱干渉を考慮しなくても発光素子を狭ピッチに配置又は高密度に実装で
きることを見い出し、本発明を完成した。
【００１４】
　上記課題を解決可能な本発明の光源装置は、（１）上下に基板を複数層重ね合わせた複
数層の基板と、前記複数層の基板の夫々に実装された複数の発光素子と、を備え、前記複
数層の基板のうちの上層側の基板には、これより下層の基板上に実装された前記発光素子
の実装位置に対応した位置に貫通孔が設けられ、最上層の基板上に実装された前記発光素
子が前記貫通孔を除く領域に配置されるとともに、前記最上層の基板に対し下層側の基板
に実装された前記発光素子が前記貫通孔に収容されていることを特徴とするものである。
このとき、上記光源装置では、隣接する２枚の基板の上層側の基板に設けられた貫通孔内
に、下層側の基板上に実装された発光素子が収容されることになる。
　これにより、ＬＥＤ素子を高密度に配置し、かつ実装することが可能となった。
【００１５】
　又本発明は、上記の光源装置において更に、（２）前記貫通孔の開口面積が上方に向か
って拡開する様に形成されていることを特徴とするものである。
　従来は、ＬＥＤ素子の実装基板上に集光レンズや反射板を設けて集光度を上げる構造が
とられてきた。しかし、新たにレンズや反射板を付加する構造のため取り付け精度の問題
やコスト増の原因になっていた。
　本発明（２）では、基板自身に集光効果をもたせる構造を案出し、これらの解決を得た
。すなわち、本発明（２）によれば、基板の貫通孔の側壁が集光効果を担う構造のため、
レンズや反射板などの新たな部品を個々のＬＥＤ素子に対して付加する必要が無くなった
。
【００１６】
　同様に本発明は、上記（１）又は（２）の光源装置において更に、（３）前記基板が金
属ベース基板またはセラミック基板からなることを特徴とするものである。
　高発熱する高輝度ＬＥＤ素子の実装においては、放熱性を向上させるため高熱伝導性の
基板が要求される。ここで、高熱伝導性の配線基板としては、パワーモジュール等に使わ
れるアルミや銅をコアに用いた金属ベース配線基板のほか、アルミナや窒化アルミ等の高
熱伝導性セラミック基板に配線パターンを形成した配線基板等が挙げられる。しかしなが
ら、それらの基板は従来、単なる部品実装基板として用いられるに過ぎないものであった
。
　本発明（３）は、これら高熱伝導性基板を３次元的に有効利用することに着眼したもの
である。高熱伝導性の基板に傾斜貫通孔を形成することにより、基板自身に上記の集光機
能を組み込むほか、放熱性を更に高めることが可能となった。
【００１７】
　次に本発明は、上記（１）～（３）の光源装置において更に、（４）前記発光素子が、
実装される基板側に電極面が向けられて前記基板に実装されていることを特徴とするもの
である。
　ＬＥＤ素子の実装密度を高めるためには、砲弾型のＬＥＤランプや表面実装型のＬＥＤ
ランプを実装するだけでは不十分であり、ＬＥＤ素子を樹脂モールド前のベアチップの状
態で実装する必要がある。ベアチップ実装の場合、ワイヤーボンド法を用いたフェイスア
ップ実装方法とフリップチップ法を用いるフェイスダウン実装方法がある。
　ここで、フェイスアップ実装方法では、ワイヤーボンド接続のための電極がＬＥＤチッ
プ発光面上に来るため発光面積が減じられるという欠点があった。従ってＬＥＤ素子から
発せられる光の取り出し効率を高めるためには、発光面に電極等の障害物が来ないフェイ
スダウン実装方法が望ましい。
　本発明（４）によれば、ＬＥＤチップを前記金属ベース配線基板やセラミック配線基板
に対しフリップチップ法を用いて実装することにより、ＬＥＤチップを高密度に実装する
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ことが可能となると共に、光の取り出し効率を更に向上させることが可能になった。
【００１８】
　又本発明は、上記（１）～（４）の光源装置であって、（５）前記基板の側面に少なく
とも一部が接触する放熱手段を備えたことを特徴とするものである。
　本発明（５）は、基板側面方向への熱放散を活用して、熱抵抗の減少と製品の小型化を
図った点に特徴がある。本発明（５）によれば、基板側面を有効利用して放熱面積を増や
し、熱拡散効率を向上させることが可能となった。
【００１９】
　その他本発明は、上記（１）～（５）の光源装置において更に、（６）前記基板には、
各層毎に夫々発光色が異なる発光素子が実装されていることを特徴とするものである。
　白色発光ユニットとして用いることの多い照明器具用途において、発光波長の分布は演
色性として重要な要素となる。
　近年、蛍光体と青色或いは紫色のＬＥＤ素子の組み合わせによる白色ＬＥＤが商品化さ
れているが、演色性を高めるためには赤色成分が不足するため、複数色のＬＥＤを混載す
ることが試みられている。
　複数色のＬＥＤを混載実装する場合の問題点は、各色のＬＥＤ毎に特性と経時変化が異
なることから補正制御が困難な点が挙げられる。
　しかしながら、本発明（６）の如く基板の多重構造を利用して各層に異なる色のＬＥＤ
素子を割り振って実装し、さらに、各層に割り振られた各色ごとのＬＥＤ素子の出力を、
これら各色のＬＥＤ素子の特性に応じて独立制御することにより、安定した高演色性を実
現することが可能になる。
　尚、各層への色配分はかならずしもＲ、Ｇ、Ｂの３原色に限定するものではない。本発
明は当然、青色ＬＥＤと赤色ＬＥＤ、または紫色ＬＥＤと黄色ＬＥＤ等の２色配分や、そ
れ以上の４色配分にも応用可能である。
【００２０】
　以上の通り、本発明によれば、光束を同一方向に効率よく取り出すことに加えて、放熱
能力を十分に確保することが可能な装置構成を得ることが出来る。
【００２１】
　尚以下では、本発明の説明に用いる用語につき定義をおくものとする。
【００２２】
　「フリップチップ接合」とは、バンプを形成したチップを、基板に逆さまに接続する技
術を指し示すものとする。なお、「バンプ」とは、半導体チップの素子面に、蒸着法、メ
ッキ法又は印刷法等により形成された突起電極をいう。
　フリップチップ法は、パッケージを使用せずベアチップと内部配線だけにすることで実
装密度を最大限に高めたものであり、電気的接続でワイヤを使わずに、金やハンダの小粒
（バンプ）を用いて接続する実装方法である。　
【００２３】
　「熱抵抗」とは、半導体パッケージなどの放熱特性を表わす指標をいう。この指標は、
ある冷却環境下にあるパッケージ内の半導体素子温度（ジャンクション（接合部）温度）
を予測する際、或いは半導体素子温度をある許容温度以下に抑えるためのパッケージの冷
却条件（風速、ヒートシンクなど）を決める場合等に活用するものである。熱抵抗の指標
は、パッケージ等の放熱性の尺度を与えるものである。熱抵抗は、素子の温度に影響を与
える電気的パラメータを利用して測定できる。
　熱抵抗の値は、そのパッケージ等に固有の定数値ではなく、チップサイズ、消費電力、
実装環境などにより変化する。
　また熱抵抗は、半導体チップからの発熱を電流フローのように扱った際に、その電力に
対して温度がどの程度上昇するかを規定するものである。この熱抵抗は、熱回路を電気回
路に見立てて、電気伝導率を熱伝導率とすることで求められるものである。
【００２４】
　「金属ベース基板」とは、アルミニウム、鉄、銅などのベース金属上にエポキシ樹脂や
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ポリイミドなどの有機絶縁層を介して回路パターンを形成した基板をいう。金属基板、絶
縁金属基板又は金属系基板とも呼ばれる。金属ベース基板で回路を形成した場合、基板の
熱抵抗が非常に小さいため、大きなパワーが扱えることに加え、配線パターンでの発熱も
効率よく放熱することが可能である。その他、回路全体が金属基板上にあるため、金属部
分をＧＮＤとすることで回路から放射される不要輻射を大幅に低減することも可能である
。
　「セラミック基板」とは、基板材料にアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）その他のセラミック材料
を使用した配線基板をいう。一般的に、セラミック基板は他の有機基板に比べ、熱伝導性
、電気絶縁性、及び耐熱性に優れる等の特性を有する。
　「指向特性」とは、光出力を、ＬＥＤの主たる発光方向を基準として角度をずらして測
定し、この時の出力を指向特性図にプロットしたものをいう。指向特性は、配光特性とも
呼ばれる。
【発明の効果】
【００２５】
　ＬＥＤ素子を用いた従来技術では、直径３ｃｍ程度の発光面積では１０００ｌｍを超え
る光束を得ることはできない。例えば、市販の砲弾型や表面実装型の高出力ＬＥＤランプ
であって３０ｌｍ／Ｗ程度の高発光効率をもつ素子を用いたとしても、通常用いられる実
装方式では放熱性能が低いため、定格出力は通常１００ｍＷ以下に制限される。その結果
、１個のＬＥＤあたり最大でも３ｌｍの光出力に制限されるため、１０００ｌｍを超える
光束を実現するためには３３４個以上ものＬＥＤランプを搭載しなければならないことに
なり、このままでは小型で高出力の発光光源を作ることはできない。
【００２６】
　他方、ＬＥＤランプを実装する基板を高熱伝導性の金属ベース配線基板に換えることで
、放熱性能の改善を図ることは可能である。しかしながら、依然として基板やＬＥＤパッ
ケージがもつ熱抵抗による制限を受けることから、実現されている例としては３０ｌｍ／
Ｗ級の発光効率を有するＬＥＤ素子を用い、直径約１０ｃｍの領域内に約１０個のＬＥＤ
素子を実装したものが最高であり、現状では２００～３００ｌｍの光束が得られる程度に
留まっている。これ以上に小型で発光出力の高い光源を得るには、より発光効率の高いＬ
ＥＤ素子が開発されるのを待つしかなかった。
【００２７】
　本発明の実装技術と放熱技術によれば、将来の高発光効率ＬＥＤ素子開発を待たずに高
効率で小型の高出力光源を提供することができる。一実施例によれば、直径３ｃｍの光源
モジュール（後記実施例、図４参照）において、３０ｌｍ／Ｗの発光効率のＬＥＤチップ
を３７個実装し、素子あたり１Ｗの出力を与えた状態で、光源中心部の素子ジャンクショ
ン（接合部）温度を４９℃程度に抑えることが可能となる（強制冷却を併用する場合）。
このとき、ＬＥＤ素子の定格温度８０℃を十分下回っていることから、さらに出力を引き
上げることも可能であり、従って３０ｌｍ×３７個＝１１１０ｌｍ以上の大光束を余裕を
もって得られることが分かる。
【００２８】
　本発明によれば、小型で大光束の光源が得られるので、小型のプロジェクターや強力ス
ポット光源等を実現することができる。その他、高出力であることから、従来キセノンラ
ンプや水銀ランプといった高出力光源を必要としていた分野においても、これらの高出力
ランプに代えて本発明のＬＥＤ光源装置を適用することが可能と言える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付図面に基づき、本発明の光源装置について順を追って説明する。図１は本発
明の光源ユニットの第１実施形態を示す図、図２は図１の光源ユニットにおけるＬＥＤチ
ップが実装されている部分を拡大した図、図３は本発明の光源ユニットの第２実施形態を
示す図、図４は本発明の光源ユニットを組み込んだ光源モジュールの一実施例を示す図、
図５は光源モジュールの変形実施例を示す図である。
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【００３０】
　［第１実施形態］
　まずはじめに、本発明の光源装置について、基本構成要素である光源ユニットの一実施
形態を、図１に基づき具体的に説明する。図１Ａは本発明の光源ユニットの一実施形態を
示す平面図、図１Ｂは図１ＡのＡ－Ａ’線断面図である。
【００３１】
　図１に示すように、本実施形態では、直径３ｃｍのアルミ金属ベース基板１を２層で用
いている。このアルミ金属ベース基板１は、厚さ２ｍｍのアルミ薄板の上に、熱伝導性絶
縁層が５０～８０μｍの厚みで形成され、その上に回路パターンが形成されたＣｕ箔が圧
接された構造を有している。
【００３２】
　上層に該当する第１層のアルミ金属ベース基板１１上には、１ｍｍ角のＬＥＤチップＣ
が実装されている。また、基板第１層１１において、下層（第２層）のアルミ金属ベース
基板１２上に実装されるＬＥＤチップＣの配置位置に対応する位置には、貫通孔４が設け
られている。
　次に、第２層のアルミ金属ベース基板１２上には、ＬＥＤチップＣが基板第１層１１に
穿設された貫通孔４に対応する位置に実装されている。
　このように、本実施形態では、隣接する２枚の基板の上層側の基板１１に設けられた貫
通孔４内に、下層側の基板１２上に実装されたＬＥＤチップＣが収容されている。
【００３３】
　この第１実施形態では、基板第１層１１及び基板第２層１２上には、共に紫外発光のＬ
ＥＤチップが実装されている。なお、第２層のアルミ金属ベース基板１２は、第１層のア
ルミ金属ベース基板１１に高熱伝導性接着剤層を介して接合されている。
【００３４】
　本実施形態では、第１層１１のＬＥＤチップＣと第２層１２のＬＥＤチップＣはそれぞ
れ、高密度配置となるよう、両層においてグリッド格子状に均等配置されている。これに
より、基板の多重構造を利用して熱拡散効率を大幅に増大する効果を得ている。又本実施
形態では、上記構成によってＬＥＤチップの高密度実装を実現している。
【００３５】
　ついで、ＬＥＤチップ実装部の拡大図を図２に示す。図２Ａは貫通孔４の壁面５を垂直
壁とした場合、図２Ｂは壁面５を傾斜させ、貫通孔４を、孔径が上方に向かって拡開する
様に形成した場合を示している。
【００３６】
　ところで、第１層１１の貫通孔４は、第２層１２のＬＥＤチップＣに対して光反射板の
役割を果たすため、集光効果による光束ＵＰに寄与している。貫通孔４を、図２Ｂに示す
通り開口面積が上方に向かって拡開する様に形成した場合、基板材質や壁面５の傾斜角に
もよるが、図２Ａに示す垂直壁の場合と比較して最大２倍程度の光を取り出すことが可能
となる。これは、貫通孔４の壁面５を反射面として考えた場合、この壁面５を傾斜させた
方が、乱反射する光の成分が垂直壁の場合に比べて減少するためと考えられる。
【００３７】
　又図２に示すとおり、本実施形態では、ＬＥＤチップは、金バンプを用いたフリップチ
ップ法（Ａｕ－Ａｕ接合）により基板１上に実装されている。ＬＥＤチップＣの電極は、
実装される基板１側を向いており、フリップチップ接合部２を介して基板１上に形成され
た配線パターン３に接合されている。すなわち、フリップチップ接合部２は、ＬＥＤチッ
プＣと基板１とを、電気的及び機械的に接続する役割を果たしている。
　フリップチップ法による場合、ワイヤーボンド法による実装に比べ、発光面に光を阻害
する電極やワイヤーがないため、光取り出し効率が約２倍に向上するという効果が得られ
る。さらに、フリップチップ法の場合、チップ中の発光層が基板側に近くなるため、チッ
プから発する熱を基板へ効率よく放散でき、チップ温度を下げることに有用というさらな
る効果も得られている。
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【００３８】
　本実施形態の光源ユニット１０に放熱フィンを取り付けて実際に光源装置を構成した場
合（後記［実施例］参照）、３０ｌｍ／Ｗの発光効率を有する紫外発光ＬＥＤチップを計
３７個、直径３ｃｍの基板上下２層に高密度実装することにより、３７Ｗの出力において
１１１０ｌｍの光束を得ることが可能となる。
【００３９】
　［第２実施形態］
　以下では、図３に基づき、本発明の光源ユニット１０の第２実施形態につき説明する。
図３Ａは本発明の光源ユニットの第２実施形態を示す平面図、図３Ｂは図３ＡのＢ－Ｂ’
線断面図である。
　本実施形態では、直径３ｃｍのアルミ金属ベース基板１を３層で用いている。各層基板
に対するＬＥＤチップＣの実装構造は第１実施形態と同じであるが、各層１１～１３に配
置したＬＥＤチップＣの発光色が異なる。
【００４０】
　第１実施形態では、高密度高光束の光源を実現する目的で同一発光色のＬＥＤチップＣ
を用いた例を示したが、本実施形態では、各層に異なる発光色のＬＥＤチップＣを使用し
た。すなわち本実施形態では、３層からなる基板の内、基板第１層１１には赤色、基板第
２層１２には緑色、基板第３層１３には青色のＲ、Ｇ、Ｂ３原色のＬＥＤチップＣを実装
し、その上で各層におけるＬＥＤ出力をそれぞれ独立に制御する構成とした。
　また、本実施形態では、基板第１層１１から基板第３層１３におけるＬＥＤチップＣは
それぞれ、最密充填配置となるように正三角形格子状に配置されている。かかる構成であ
っても、基板の多重構造を利用して熱拡散効率を増大する効果が得られるほか、ＬＥＤチ
ップＣを高密度に実装することが可能である。
【００４１】
　ところで、ＬＥＤチップは、発光色に応じて夫々異なる発光特性を持つデバイスである
。この発光特性は、温度その他の環境条件によっても相違する。したがって、ＬＥＤ発光
色の混色による発光特性を安定させるには、発光色ごとのＬＥＤチップにつき夫々類似し
た発光特性が得られるように、ＬＥＤ出力を各色毎に独立制御することが望ましい。
　本実施形態では、上記の通り各層ごとに異なる発光色のＬＥＤを割り付けた上、ＬＥＤ
出力を各層ごとに独立制御している。かかる構成によれば、各層で同じ放熱特性、ひいて
は温度特性が得られることから、安定した発光特性及び発光色が実現される。
【００４２】
　なお、本実施形態では、ＬＥＤチップＣを、各層毎に１：１：１の比率で実装してある
が、必ずしもこの比率で実装しておく必要はない。例えば、発光色の認識性に配慮した演
色性の面からは、青色チップの数を減らしても構わない。このように、要求される演色性
に応じて各層発光色のＬＥＤチップの数を適宜調整しても構わない。
【実施例】
【００４３】
　又以下では、上で説明した光源ユニットを用いて実際に照明装置を構成した一例につき
説明する。図４に、本発明の光源装置（光源モジュール）の一実施例を示す。本実施例で
は、基本構成となる光源ユニット１０として、先に図１で示したものを用いている。図４
Ａは本発明の光源モジュールの一実施例を示す平面図、図４Ｂは図４Ａに示す光源モジュ
ールの側面図、図４Ｃは図４ＡのＣ－Ｃ’線断面図である。
【００４４】
　本実施例では、光源モジュール２０は、光源ユニット１０と、これを収容する放熱フィ
ン筐体２２と、光源ユニット１０を制御するための制御回路基板２６とからなっている。
光源ユニット１０の側面と下部を覆うように構成された放熱フィン筐体２２は、アルミダ
イキャストにより作製されている。放熱フィン筐体２２の各放熱フィン２１は、一定角度
間隔をあけて略放射状に備えられ、少なくとも一部が光源ユニット１０の側面に接する様
構成されている。光源ユニット１０の各層基板（基板第１層１１及び基板第２層１２）は
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、高熱伝導性接着剤により接合されている。光源ユニット１０の各層基板上に形成された
ＬＥＤ駆動用の配線回路は、引き出し電極リード２５を介して制御回路基板２６に接続さ
れている。
　又本実施例では、光源ユニット１０の前面に蛍光体樹脂層２３と集光レンズ２４が配さ
れている。尚、蛍光体樹脂層２３の蛍光体樹脂は、ＬＥＤから放射された光の波長を調整
するため、蛍光体を混合した透明樹脂からなっている。集光レンズ２４は、光源ユニット
１０から取り出される全光束を配光するために設けてある。
【００４５】
　本実施例の光源モジュール２０は、制御回路基板２６を一体化したものとなっている。
制御回路基板２６は、光源ユニット１０の下方に設置されている。引き出し電極リード２
５は、制御回路基板２６に載置された制御ＩＣ２７に接続されている。各層基板上に実装
された各ＬＥＤチップＣの出力制御は、この制御ＩＣ２７により行われる。
　尚、引き出し電極リード２５は、光源ユニット１０から自由に引き出し可能であり、リ
ードの引き出し位置や本数に特に制限は無い。従って、リード本数を増やして、例えばサ
ーミスタ素子を各層基板に搭載して温度検知等を行うことにより、さらに高精度の調光制
御が可能となる。
【００４６】
　本実施例によれば、３０ｌｍ／Ｗの発光効率をもつＬＥＤチップＣを３７個実装し、一
素子あたり１Ｗの出力を与えた状態で、冷却ファンによる強制空冷（冷却温度２５℃）を
併用することにより、光源中心部の素子ジャンクション温度を６５℃程度に抑えることが
可能となる。このとき、ＬＥＤ素子の定格温度８０℃を下回っていることから、さらに出
力を上げることも可能であり、３０ｌｍ×３７個＝１１１０ｌｍ以上の大光束を余裕をも
って得られることが分かる。
　自然放熱による場合であっても、従来をはるかに超える量の光束を取り出すことが可能
である。
　このように、本実施例によれば極めて小型でありながら十分高輝度の光源を提供するこ
とが可能となる。本実施例の光源モジュールを利用すれば、例えばポケットサイズの小型
プロジェクターを構成することも可能となる。
【００４７】
　さらに、図４に示した放熱フィン筐体２２全体を覆うようにしてカバーを取り付け、各
放熱フィン２１の間の部分を流路とした水冷方式を採用すれば、素子ジャンクション温度
を４９℃程度まで抑えることが可能となる。
　なお、水冷システムの具体例としては、カバー内に水を出入り可能にし、その水をマイ
クロポンプで循環させる構成が挙げられる。この場合、カバーから出た水を照明装置の筐
体（シャーシ又はカバー）に設置したラジエーターに通し、最終的には、熱をラジエター
からシャーシ等に逃がす構成とすることが好ましい。
　このように、水冷方式を採用すれば、ＬＥＤ使用温度定格内での使用を考えても、各素
子の出力を空冷時の２倍近くまで引き上げることが十分可能である。この場合、２０００
～２５００ｌｍ程度の最大光束が得られることから商業用プロジェクターの光源として利
用することも可能であり、広範な用途への普及が期待できる。
【００４８】
　［変形例］
　以上、本発明につき各種実施形態等を用いて具体的に説明したが、本発明は上記各種実
施形態等に記載の構成に限定されず、種々の設計変更が可能である。
　例えば、本発明の光源装置が適用され得る用途の一例としてプロジェクターを挙げたが
、スポットライトや自動車ヘッドライト等、小型高集積化が必要な種々の用途に適用する
ことが可能である。
【００４９】
　貫通孔４について、形状は円形孔に限らず、楕円や多角形等、所望の孔形状を選択し得
る。各層に配置するＬＥＤの指向特性等に合わせて、各層毎に孔形状を変えても良い。夫
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々の貫通孔についても、下方から上方にかけて孔形状が連続的に変形（例えば円形から楕
円形に）するもの等、具体的形状について特に限定は無い。
　又貫通孔４を、開口面積が上方に向かって拡開する様に形成する場合、貫通孔４の壁面
５を傾斜させる角度は、実際の適用例に合わせて適宜調整して構わない。一般的に、反射
面積が増える程、光の取り出し効率が向上するものと考えられる。
　さらに、貫通孔４の壁面５を、プリント配線基板のスルーホール同様にメッキ処理等し
て反射板としての特性を向上させ、光の取り出し効率をさらに改善する工夫を講じても構
わない。
　或いは、ＬＥＤチップから発せられる光の色その他の諸特性に合わせ、金属ベース基板
そのものや貫通孔４の傾斜壁面部分５を、反射特性が最適な金属材料等から構成しても構
わない。
　その他、上記各実施形態等では、貫通孔４の傾斜壁面５は側断面視した状態で略直線状
の傾きを備えているが、これを湾曲させて貫通孔４の内壁５全体が略放物面をなす様に形
成しても良い。
【００５０】
　図４の構成では、光源ユニット１０の前面に蛍光体樹脂層２３及び集光レンズ２４が配
置されているが、これらの具体的構成に関しては、従来知られた構成を適宜採用し得る。
蛍光体の特性についても特に限定は無い。また、これらのいずれか一方又は全部を省略し
ても構わない。さらに、光源ユニットの前面に拡散板等が配置される構成であっても構わ
ない。
【００５１】
　放熱フィン２１に関しては、図４に例示した様な各フィンを放射状に立設する構成に限
られず、複数枚の薄い円環状のフィンを、光源ユニット１０の側面に沿うように、かつ、
基板の積層方向に空隙を挟んで積層配置する構成であっても良い（図５参照）。尚、図５
Ａは、本発明の光源モジュールの変形実施例を示す平面図、図５Ｂは図５Ａに示す光源モ
ジュールの側面図、図５Ｃは図５ＡのＣ－Ｃ’線断面図である。
　空冷ファンの配置位置についても特に限定は無く、例えば図４の制御回路基板２６の位
置にファンを配置し、別の位置に制御回路基板２６を配置する構成としても良い。
【００５２】
　上記各実施形態等では、光源ユニット１０を構成する各層基板をアルミ金属ベース基板
からなるものとしたが、基板材質についてはこれに限定されず、銅その他の熱伝導性金属
として構わない。また、アルミナや窒化アルミ、或いは窒化シリコン等からなる高熱伝導
性セラミック基板としても良い。
　上記各実施形態等では、各ＬＥＤチップＣは、金バンプを用いたフリップチップ法によ
り基板１に接続されているが、フリップチップ接合方式については、金バンプを用いたＡ
ｕ－Ａｕ接合に限定されず、Ｃ４工法、Ａｕ－はんだ工法に代表される金属接合による接
続方式、或いはＡＣＦ工法、ＮＣＰ工法に代表される接触接合による接続方式等、種々の
ものを採用して構わない。
【００５３】
　その他、上記各実施形態等では、ＬＥＤチップＣをグリッド格子状や正三角形格子状に
基板上に均等配置する例につき説明したが、各層におけるＬＥＤチップＣの具体的な配置
の仕方について特に限定はなく、放射状や円環状にＬＥＤチップＣを配置する構成であっ
ても構わない。ＬＥＤチップの実装個数についても配置する構成によって個数は限定され
ない。
　光の取り出し方向についても、基板の積層方向に限られず、取り出し方向を変える構成
でも良い。
　上記各実施形態等では、基板を２層或いは３層積層した光源ユニット１０の構成につき
説明したが、積層数については特に限定されず、例えば４層以上の構成を適宜採用して構
わない。基板形状についても円盤状のものに限定されない。
　ＬＥＤチップＣの種類や発光色、指向特性その他についても特に限定は無い。
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　さらに、上記各例では発光素子をＬＥＤとして説明したが、本発明は、ＥＬその他将来
開発が期待される小型発光素子に対しても十分適用可能であることは言うまでも無い。
【００５４】
　以上説明したとおり、本願発明は、光束を同一方向に効率よく取り出すことに加えて、
放熱能力を十分に確保する観点から、素子や基板を多層に構成した、新規かつ有用なるも
のである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の光源ユニットの第１実施形態を示す図である。
【図２】図１の光源ユニットにおける、ＬＥＤチップが実装されている部分を拡大した図
である。
【図３】本発明の光源ユニットの第２実施形態を示す図である。
【図４】本発明の光源ユニットを組み込んだ光源モジュールの一実施例を示す図である。
【図５】光源モジュールの変形実施例を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
　Ｃ　発光素子チップ
　１　基板
　２　フリップチップ接合部
　３　配線パターン
　４　貫通孔
　５　壁面
　１０　光源ユニット
　１１　基板第１層
　１２　基板第２層
　１３　基板第３層
　２０　光源モジュール
　２１　放熱フィン
　２２　放熱フィン筐体
　２３　蛍光体樹脂層
　２４　集光レンズ
　２５　引き出し電極リード
　２６　制御回路基板
　２７　制御ＩＣ
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